
（ 小国支援 ）学校 令和３年度（２０２１年度）学校評価表 
 

１ 学校教育目標 
児童生徒一人一人の個性と特性に応じた適切な指導を行い、調和のとれた心豊かなたくましい

児童生徒を育成する。 

 

２ 本年度の重点目標 
ア 児童生徒一人一人の実態に応じたきめ細かな指導 
イ 児童生徒の教育的ニーズに応じた教育環境の工夫 
ウ 地域の教育力を活用したキャリア教育の推進 
エ 学校改革の推進及び活性化 

 
評価 

Ａ：十分達成できている 
Ｂ：おおむね達成できている 
Ｃ：やや不十分である 
Ｄ：不十分である 

 

３ 自己評価総括表 
  評価項目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 評価 成果と課題 
大項目 小項目 

 
学校 
経営 
 

学校への
信頼の向
上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信頼される学校
づくりへの取組
が行えたか。 
 
 

①不祥事防止
への意識向上
を図る。 

①人権を尊重
する意識を向
上させる研修
を実施する。 

Ｂ 研修を複数回実施す
ることはできたが、具
体的な指導場面では、
十分に配慮できてい
ない部分があった。 
 

 ②不適切指導
防止の徹底を
図る。 

②振り返りチ
ェックシート
の活用と、指導
が複数でチェ
ックできる体
制がとれてい
るかを確認す
る。 
 

Ｂ 自己の指導支援につ
いて複数回自己点検
を行うとともに、結果
を学部内で共有し、共
通認識を持つことが
できた。また、複数で
の指導が不適切な指
導の防止につながる
ことを意識すること
ができた。 
 

業務の改
善 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家庭・地域・関係
機関等との連携
が図れたか。 
 
 
 

①情報発信を
行うとともに、
学校の取組を
支持してもら
える土壌づく
りを行う。 

①保護者及び
サポートセン
ター悠愛との
間で、適切な情
報共有を行う。 
 

Ｂ 学校のホームページ
を活用するとともに、
学部通信等で学校の
取り組みについての
情報提供を行うこと
ができた。ただし、学
校を開放した形での
情報発信は実施でき
なかった。 
 

 ②地域の教育
力の活用を図
る。 

②小国郷の取
組に対して、学
校の教育活動
の中で協力で
きるものを探
る。 

Ａ 現場実習の受け入れ
事業所や坂本善三美
術館等と連携し、児童
生徒への直接指導や
評価をしてもらうこ
とができた。 
 
 
 
 
 



働き方改
革 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チーム学校とし
て意識をもって
職員が業務に取
り組むことがで
きたか。 
 

業務内容の「見
える化」を図
り、人的・物的
資源の有効な
活用を図る。 
 

業務の「見える
化」を進め、業
務の精選の議
論を深める。 
 

Ｂ 業務内容の「見える
化」についての職員の
意識は高めることが
できた。ただし継続的
な業務の精選を行う
までには至っていな
い。 
 

在校時間の上限
を意識した計画
的な業務遂行が
できたか。 

ワークライフ
バランスを意
識した働き方
改革を推進す
る。 

タイムカード
のデータを使
って勤務時間
を把握し、計画
的な業務を行
う。 
 

Ｂ 把握した勤務時間の
実態をもとに、業務を
計画的に行うことへ
の意識を高めること
ができた。ただし、年
間を見通した仕事の
整理を行うことはで
きず、勤務時間の大幅
な縮減には至らなか
った。 
 

 
授業の 
充実 
 

教科学習
・自立活
動の充実 
 

教育的ニーズに
応じたきめ細か
な指導ができた
か。 
 
 

①教育課程の
成果と課題を
明確にする。 
 

①各学部で検
討後、全体で検
討すべき内容
を明らかにす
る。 
 

Ｂ 各学部における計画
的な授業実施とその
管理に関する課題を
整理することで、課題
解決に必要となるツ
ールを作成すること
ができた。 
 

 ②児童生徒の
実態に応じた
教育課程の改
善を図る。 
 

②８月以降に
教育課程検討
委員会で実践
の検討を行う。 

Ｂ 委員会を実施し、教育
課程の改善を図るこ
とができた。なお、従
来通りの授業実践が
できない中にあって、
その代替となる学習
を計画することがで
きた。そのことを通し
て、学習場面や指導形
態等、以前より柔軟に
検討することができ
た。 
 

学習評価
の充実 
 

観点別評価によ
る適切な目標設
定及び評価がで
きたか 
 
 

①教師一人一
人の評価基準
設定やその評
価に関する知
識や理解を深
める。 
 

①目標設定及
び評価に関す
る全体研修を
実施する。 
 

Ｂ 研修を実施し、評価に
関する基礎的な知識
や理解を深めること
ができた。 
 
 
 

 ②研修の方法
を検討する。 
 

②数名のグル
ープごとに評
価基準を設定
する研修を実
施する。 
 

Ｂ 研修の方法として、全
職員で評価規準作成
の演習を実施すると
ともに、教務部内で評
価基準の評価につい
て演習を実施するこ
とができた。ただし、
日々の授業の評価に
ついては学校全体で
統一した運用を行う
ことができなかった。 
 
 



 
キャリ 
ア教育 
(進路 
指導) 

進路先の
確保 
 

生徒一人一人の
多様なニーズに
応じた進路先の
確保につながる
取 組 が で き た
か。 

①校内・現場実
習の充実を図
る。 
 

①多様なニー
ズに応じた実
習実施につい
て課題点を挙
げ、次年度に向
けて具体的に
改善を図る。 

Ａ 生徒の実態に応じて、
実習期間や支援体制
等の整理を行うこと
ができた。また、次年
度以降の高等部３年
生については、実習時
期の変更について検
討することができた。 
 

 ②保護者及び
関係機関との
連携を図る。 
 

②高等部３年
生については、
早期の進路決
定を図ると共
に、卒業後を見
据え、社会福祉
サービスの利
用へつなぐ。 
 

Ｂ 実習後の振り返りの
会及び二者面談、三者
面談を通して、生徒及
び保護者の希望を適
切に把握することが
できた。また、夏季休
業中に臨時の実習を
行い、生徒自身の進路
先検討の機会を増や
すことができた。 
さらに、卒業後に福祉
サービスとのつなが
りがなくなる生徒に
向けては、仕事や生活
のことについて相談
支援機関の紹介を行
うことができた。 
 

 ③進路に関す
る情報提供を
行う。 
 

③最新の情報
を定期的に、生
徒・保護者・職
員へ提供する。 
 

Ａ 保護者向け情報提供
として、高等部の学習
「進路の輪を広げよ
う」を利用し、生徒自
身が福祉事業所とや
りとりをする中で得
た情報や感じたこと
を発信することがで
きた。 
 

キャリア
教育の充
実 
 
 

小・中・高各学部
の発達段階に応
じた授業実践が
できたか。 
 

①キャリアパ
スポートの活
用を図る。 
 
 
 

①キャリアパ
スポートにつ
いての職員研
修を行う。 
 

Ｂ 
 

昨年度の振り返りを
兼ねた職員研修を実
施し、キャリアパスポ
ートとしても活用で
きるワークシート等
の教材について各学
部毎に意見交換を行
うことができた。これ
により、児童生徒の主
体的な取組の様子や
活動における自己評
価が分かりやすい教
材を作ることができ
た。 
 

職員の指
導力の向
上 
 

進路指導に係る
専門性の向上を
図ることができ
たか。 
 

①他校の取組
についての情
報を集める。 
 

①他校の進路
担当者から、進
路指導に関す
る取組の情報
を集める。 
 
 
 

Ｂ 機会をとらえて、他校
の情報を収集するこ
とができた。 
 
 
 
 
 



 ②本校の取組
の充実を図る。 
 

②マニュアル
化を行うとと
もに、職員一人
一人が持つ情
報量を増やす
取組を行う。 

Ｂ 本校の取組を整理す
るために、実習先決定
の流れや卒業後の就
労に向けた手続きの
マニュアル化を進め
ることができた。 
 

 
生徒 
(生活) 
指導 

安全教育
の充実 
 
 

職員が、一人一
人の児童生徒の
状況を理解した
上で、適切な対
応をすることが
できたか。 

所属学部以外
の児童生徒に
ついての理解
を深める。 

年度当初に「児
童生徒理解研
修」を実施す
る。また、児童
生徒の成長や
環境の変化等
に応じて共通
理解が必要な
場合は、適宜全
職員に周知す
る。 
 

Ｂ 年度当初に研修を設
定し、全職員で児童生
徒の情報共有を行う
ことができた。また、
全体での共通理解が
必要な情報に関して
は、朝会等を活用し迅
速に周知し、共通理解
を図ることができた。 

児童生徒が、自
分自身の安全に
対する意識を向
上させることが
できたか。 

①毎月の信号
週間や登校指
導の充実を図
る。 
 

①小国警察署
と連携し、学習
の場を設定す
る。また、登校
指導時に指導
した内容等を
共通理解でき
るよう、記録フ
ァイルを活用
する。 
 

Ｂ 
 

小国警察署から信号
の渡り方について、毎
月指導をしてもらう
ことができた。信号確
認や左右確認を、警察
官から直接指導して
もらうことで、児童生
徒の安全意識を向上
させることができた。 

 ②交通安全に
対する意識を
高める。 

②バス通学生
のマナー指導
を設定する。登
校時の課題に
ついては、校外
学習等を利用
して指導の検
証を行う。外部
講師を招いた
交通安全教室
を実施する。 
 

Ｂ 交通量が多い場面で
はまとまって道路を
渡るなどの指導をす
ることで、交通安全に
対する意識を高める
ことができた。また、
登校指導時に見られ
た課題等をマナー指
導に活かすこともで
きた。さらに、小国警
察署から講師を招き、
交通安全教室を実施
することができた。 
なお、本年度の通学路
の安全点検を受け、通
学路を一部変更する
ことができた。 
 

児童生徒
会活動の
充実 

児童生徒会の活
動において、児
童生徒が自身の
持てる力を発揮
して取り組むこ
とができたか。 

①全校集会や
委員会活動等
の活性化を図
る。 
 
 

①児童生徒の
実態に応じて
活動の内容や
方法、進行等の
見直しを行う。
また、実態に応
じて縦割り班
を編制する。 
 

Ｂ 児童生徒の実態に応
じて活動内容や役割
分担を考えることが
できた。また、委員会
や全校レクリエーシ
ョンなどにおいて、縦
割り班を編制して活
動することができた。
これにより、児童生徒
が、意欲的に活動に取
り組むことができた。 
 
 
 



 ②学校のＰＲ
を行うととも
に地域との交
流の機会を増
やす。 

②事前にクリ
ーン作戦の意
義や地域の方
々との交流方
法について周
知し、スムーズ
に活動及び交
流ができるよ
うにする。ま
た、活動範囲を
広げ、地域の方
々との交流の
場を設ける 
 

Ｂ 予定していた校外の
清掃活動を行うこと
はできなかったが、小
学部が道の駅の清掃
を行い、道の駅の職員
と交流できた。また、
直接的な交流にはな
らなかったが、高等部
による花植えについ
ては２回実施するこ
とができ、地域へ貢献
することができた。 

 
人権教 
育の推 
進 

人権尊重
の精神に
立った学
校づくり
の推進 
 
 

職員の人権問題
に対する基本的
認識を高めるこ
とができたか。 

計画的に研修
を行うととも
に、教職員同士
のお互いの教
育実践につい
ての日常的な
意見交流を増
やす。 
 

人権教育推進
委員会におい
て研修内容の
検討を行う。ま
た、研修の意義
を感じ積極的
に参加できる
ようにする。 
 

Ｂ 校外研修の中止によ
り、年間計画に沿った
研修機会の確保がで
きなかった。校内研修
を３回実施し、同和問
題（部落差別）から差
別の構造や実態につ
いて学び、差別をなく
すためにどのような
ことができるかを一
人一人が考えること
で、人権感覚を高める
ことができた。 
 

保護者や地域社
会に本校の人権
教育を肯定的に
受容してもらう
こ と が で き た
か。 

小国郷地域の
授業研究会や
実践報告会の
内容を、学校Ｈ
Ｐや便り等で
情報発信を行
う。 

小国郷地域の
授業研究会に
全職員で取り
組む体制を作
る。また、人権
教育の取組を
学校ＨＰや便
り・人権作文集
を活用して発
信する。 
 

Ｂ 授業研究会はリモー
ト開催となり、学部か
ら１名ずつ代表者の
みの参加となったが、
各学校の取組につい
て共有し、学びを深め
ることができた。ま
た、２回の人権便り発
行やＨＰへの掲載も
行うことができた。 
なお、小国町人権フェ
スティバルにおいて
は、児童生徒の人権ポ
スター出展や、本校で
取り組んでいる手話
歌を地域のケーブル
テレビで放送するな
ど、本校の取組につい
て発信することがで
きた。 
 

「命を大
切にする
心を育む
指導」の
充実 
 
 
 
 
 
 
 
 

自分の命をはじ
め、他人や他の
生き物の命を大
切にする心の育
成ができたか。 

①児童生徒の
命の尊さに対
する理解を深
める。 
 

①児童生徒の
発達段階に応
じた学習を、個
別に学習する
時間を設ける
ことを含めて
実施する。 
 

Ｂ 心のきずなを深める
月間を利用し、各学部
の発達段階に応じた
人権学習に取り組み、
人権ポスター（全学
部）や人権標語（高等
部）の作成を行うこと
ができた。 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ②自分のよさ
に気づいたり
友だちや家族
を大事にした
りする実践的
行動力を身に
付ける。 
 

②全校集会等
で命に関する
学習を実施す
る。 
 

Ｂ 全校集会では、心のき
ずなを深める月間（６
月）や人権週間（１２
月）において、自分や
友だちの良さについ
て考えることができ
た。なお、本年度は熊
本県子ども人権フェ
スティバルの動画を
活用し、命の大切さに
ついて考えることも
できた。 
 

 
いじめ 
の防止 
等 

いじめの
未然防止
に向けた
取組の充
実 
 
 

職員のいじめ未
然防止に対する
意識を向上する
こ と が で き た
か。 

①「小国支援学
校いじめ防止
基本方針」に対
する共通理解
を図る。 

①年度当初に
職員の具体的
な行動指針や
役割分担につ
いて、共通理解
を図る。 
 

Ｂ 年度当初に研修を行
い、本校におけるいじ
め防止基本方針やい
じめ防止対策につい
て、全職員で共通理解
を図ることができた。 
 

 
 

②いじめ防止
に関する研修
を実施する。 
 
 

②いじめ防止
対策委員会に
おいて、心のア
ンケート結果
やいじめ事案
の検証等を行
い、その内容を
踏まえた研修
を行う。 
 

Ｂ いじめ防止対策委員
会において、心のアン
ケート結果やいじめ
事案の検証、気になる
生徒への対応等につ
いて共通理解を図る
ことができた。しか
し、委員会の内容を踏
まえた研修を実施す
ることはできなかっ
た。 
 

 ③相談機関の
活用について
の理解の促進
を図る。 
 

③児童生徒の
実態に応じた
相談機関活用
について、職員
が学習を行う。 
 

Ｂ 相談機関の活用につ
いて、理解の促進を図
ることができた。た
だ、相談の中心ツール
にすることを検討し
たスクールサインに
ついては、保護者説明
会の実施が難しく、今
年度は活用まで至ら
なかった。 
 

児童生徒に互い
を思いやる心の
育成を行うこと
ができたか。 
 
 

①児童生徒会
活動の充実を
図る。 

①役員会によ
る毎日のあい
さつ運動と学
期に１回のあ
いさつ旬間の
中で、児童生徒
同士のコミュ
ニケーション
を図る。 
 

Ｂ 役員会による毎日の
あいさつ運動と学期
に１回のあいさつ旬
間を実施することが
できた。あいさつ旬間
では、相手（児童生徒
同士、施設職員、保護
者など）を意識したあ
いさつに取り組むこ
とができた。ただし、
役員会が「お手本とな
るあいさつを意識し
て取り組む」までには
至らなかった。 
 
 
 



 
 

②児童生徒一
人一人の実態
と状況の把握
を行う。 
 

②心のアンケ
ートをもとに、
個人面談を実
施する。 
 

Ｂ アンケートでは、事前
に児童生徒へいじめ
の認識について確認
を行った上で取り組
むことができた。ただ
し、自己理解及び他者
理解を含めた児童生
徒同士の相互理解が
進むような指導・支援
を行うことについて
は、課題があった。 
 

 ③児童生徒及
び保護者のス
マートフォン
やＳＮＳ等に
対する危機意
識を高める。 

③学期に１回、
情報モラル教
育を実施する。
また、保護者向
けに家庭のル
ールづくりや
フィルタリン
グサービスの
利用について
啓発を行う。 
 

Ｂ 情報モラル教育につ
いては、各学部で実施
状況が異なるものの、
それぞれの児童生徒
に応じた内容で実施
することができた。た
だし、人権教育とも関
連し学校全体で情報
モラル教育を行うま
でには至らなかった。 
 

 
地域 
支援 

阿蘇郡市
地域の学
校関係機
関への支
援の充実 
 
 

阿蘇郡市地域の
学校関係機関に
対する支援を充
実することがで
きたか。 

①外来相談、巡
回相談等の充
実を図る。 
 

①これまで依
頼の少なかっ
た幼稚園や保
育園等にも巡
回相談に関す
る広報誌を配
付する。よりき
め細やかな支
援を行えるよ
う、事前に相談
事例の情報を
細かく聞き取
るとともに、巡
回相談におい
ては、継続した
支援へと繋げ
るため記録を
残す。 
 

Ａ 地域のコーディネー
ター会議等で、巡回相
談についての広報誌
を配付することで、幼
稚園・保育園へ５件の
巡回相談を行うこと
ができた。この中に
は、本校への就学へつ
ながった例や、保護者
への特別支援教育理
解研修の実施につな
がったケースもあっ
た。また、巡回相談後
は、継続した支援を行
う際のツールとして
記録を残すことがで
きた。しかし、全ての
ケースについて継続
的な支援につなげる
ことはできなかった。 
 

 
 

②学校関係機
関の情報とニ
ーズを的確に
把握し、支援内
容の充実を図
る。 
 

②阿蘇郡市地
域特別支援連
携協議会にお
いて、巡回相談
のニーズの掘
り起こしを行
う。また、相談
校の充実した
校内支援体制
作りに関わる
とともに、高等
学校に対して
も巡回相談に
関する情報提
供を行う。 
 

Ｂ 各市町村のリーダー
コーディネーターと
連携を図りながら、巡
回相談のニーズがど
のようなものであっ
たかを明らかにする
とともに、どのような
対応をしたかについ
て情報共有を行うこ
とができた。なお本年
度は、５４件の巡回相
談を実施することが
できた。また、相談校
に対しては、児童生徒
支援や教師への特別
支援教育理解研修を
行うことができた。な



お、本年度も昨年度と
同様に、圏域の高等学
校全てから巡回相談
の依頼を受けること
ができた。 
 

 ③阿蘇中央高
校阿蘇清峰校
舎の「通級によ
る指導」体制構
築のための相
談、支援の充実
を図る。 

③コーディネ
ーターの連携
を通して、校内
研修・通級対象
の生徒の見取
り・具体的な支
援・指導内容の
検討等を行う。 
 

Ｂ 校内研修１回、生徒の
実態把握、指導方法の
検討についての巡回
相談を３回実施する
ことができた。この中
では、試行的なものと
はなったが、様々な形
式の相談方法を行う
こともできた。これに
より、訪問による巡回
相談だけでなく、メー
ルや電話を通した相
談を行う体制づくり
ができた。 
 

センター
的機能を
果たす学
校の職員
としての
専門性の
向上 

職員の持つ専門
性の向上を図る
こ と が で き た
か。 

①児童生徒の
教育的ニーズ
を的確に把握
する力を高め
る。 

①児童生徒の
実態把握や支
援・指導方法の
検討等に関す
る情報提供及
び研修を実施
する。 
 

Ｂ 自立活動について、そ
の基本的な考え方や
指導内容の検討につ
いての研修を行うこ
とができた。また、巡
回相談の事例を紹介
する研修を行い、様々
なケースについて「自
分だったらどうする」
という視点で検討す
る機会を設けること
ができた。 
 

 ②個々に適し
た教育活動を
実践できるよ
う支援を行う。 

②必要に応じ
て発達検査を
実施し、分掌部
会において、情
報交換が行え
るようにする。 
 

Ｂ 校内の事例について
発達検査を実施する
ことはなかった。な
お、学部会では個々の
事例について検討す
る機会を設け、情報交
換や指導内容の検討
を行うことができた。
ただし、発達検査の見
取りや意味について、
情報提供を行うこと
はできていない。 
 

 
地域連 
携(ｺﾐｭ 
ﾆﾃｨ･ｽｸ 
ｰ ﾙ な
ど) 
 
 
 
 
 
 
 

総合型コ
ミュニテ
ィスクー
ルの充実 
 

総合型コミュニ
ティスクールを
推進することが
できたか。 

地域とともに
ある学校づく
りを行う。 

運営協議会委
員へ本校の取
組を周知する
とともに、地域
とともにある
学校づくりに
向けた協議を
行う。 
 

Ｂ 本校の学校経営方針、
教育目標及び各学部
の学習活動の説明を
行うとともに、学校の
取組について評価を
行ってもらうことが
できた。協議会では、
坂本善三美術館への
作品展示の新たなア
イディアや本校コー
ディネーターの活用、
本校行事を地域へ積
極的に伝える必要性



 
 

などの助言をもらう
ことができた。 
 

交流及び
共同学習
の充実 

交流及び共同学
習の充実を図る
こ と が で き た
か。 

切れ目のない
交流を行い、地
域との連携を
図る。 

小・中・高の発
達段階に応じ
た交流を行う。 
 

Ｂ オンラインでの交流
や、ビデオで本校の様
子を紹介するなどの
間接的な方法ではあ
ったが、交流を行うこ
とができた。直接出会
っての交流以外の方
法については、今後も
検討する必要がある。 
 

 
研修・ 
情報 
 
 
 
 

職員の指
導力の向
上と特別
支援教育
における
専門性の
向上 

職員の指導力の
向上を図ること
ができたか。 

①自立活動の
授業に至るプ
ロセスを明確
にする。 
 

①自立活動の
個別の指導計
画を複数の職
員で作成する。 
 

Ｂ 小グループを編成し
た上で、自立活動の個
別の指導計画を作成
及び授業計画を立案・
実践を行うことがで
きた。複数の職員で検
討を行うことで、一人
一人の専門性を高め
ることにも繋げるこ
とができた。しかし、
グループで培った専
門性を生かし、一人一
人の教員が自信をも
って自立活動の個別
の指導計画の作成す
ることについては、課
題が残った。 
 

 ②根拠のある
学習を実施す
ることができ
るようにする。 

②根拠のある
授業実践に向
けた研修を実
施する。研修で
は ROMANプロセ
ス法を用いた
「授業研究シ
ート」を活用
し、授業を観る
視点を定める
とともに、一人
一人が意見を
出し合うこと
で、授業の質を
高める。また、
本校の取組に
対する外部講
師による指導
助言を活用し、
評価改善を行
う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 各グループで授業を
見る視点に沿って活
発かつ建設的な意見
交換を行うことがで
きた。また、外部講師
の指導助言を参考に、
校内で再度検討を行
い、学習指導案の検討
や、自立活動の個別の
指導計画の見直しを
実施することができ
た。 
 
 
 
 
 



情報の発
信及び情
報教育の
推進 

児童生徒が、基
本的な操作や情
報モラルについ
て理解すること
ができたか。 

基本的な操作
についての効
果的な説明方
法の検討を行
う。また、情報
モラルに対す
る授業の実施。 

基本的な操作
（電源の ON ･
OFF、カメラ機
能、検索等）と
適切にネット
を活用するた
めの知識やル
ールの学習機
会の設定を行
う。 
 

Ｂ 基本的な操作につい
ての学習を行うこと
ができた。また、学習
で学んだことを生か
し、調べ学習を行うこ
とができた。しかし、
ネット活用時のルー
ルについては、学校で
の活用状況を踏まえ、
道徳や保健分野と連
携した指導を検討す
る必要がある。 
 

ＩＣＴ機器を活
用し業務の効率
化を図ることが
できたか。 

情報機器の効
率的な活用を
図る。 

紙媒体の情報
の電子化を図
る。これによ
り、ペーパーレ
ス化及び業務
の効率化を行
う。 
 

Ｂ 紙面印刷していた資
料を Classroomへ投稿
することで、ペーパー
レス化を推進するこ
とができた。また、印
刷にかかっていた時
間を削減することも
できた。 
 

 
安全 
管理 
 

いのちを
守る安全
教育の推
進 
 
 

児童生徒の安全
確保のための環
境整備ができた
か。 

①安全点検を
計画的に実施
し、危険箇所の
早期発見、早期
改善を図る。 

①月１回安全
点検を行うと
ともに、非常用
備蓄品等の点
検を定期的に
行う。 
 

Ｂ 毎月１日に安全点検
を実施することがで
きた。これにより事務
への報告が以前より
早くなり、翌月までの
早期改善に繋げるこ
とができた。また、備
蓄品の確認を学期に
１度行うことで、緊急
時に備えることがで
きた。 
 

 ②教育活動中
のヒヤリハッ
トの記録を、継
続的に行う。 

②記録をもと
に原因を考察
するとともに、
職員で情報を
共有し、事故の
未然防止に努
める。 
 

Ｂ 全職員がヒヤリハッ
トを考える期間を設
け、職員会議で周知、
徹底を図ることがで
きた。これにより、職
員の危機管理意識を
高めることができた。 
 

 ③児童生徒行
方不明時や不
審者侵入時に
おいて、迅速な
対応ができる
体制を整備す
る。 
 
 

③実効性の高
いものに改善
するために「安
全対策マニュ
アル」の見直し
を行うととも
に、捜索訓練・
不審者対応訓
練を通して、緊
急時に組織的
な対応ができ
るようにする。 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 訓練を行い、組織的な
対応ができるように
準備をすることがで
きた。それにより、緊
急時の捜索や捜索時
の連絡体制等に課題
が見つかったため、安
全対策マニュアルの
改善を行う必要があ
る。 



 ④防災教育の
充実及び体制
の整備を図る。 

④全校集会等
で防災教育を
行うとともに、
児童生徒の防
災委員会を設
置し防災意識
の向上を図る。
また、学期に１
回実施する避
難訓練を通し、
災害時にマニ
ュアルに沿っ
た行動ができ
るようにする。 
 

Ｂ 年間を通して防災教
育を行うことができ
た。また、避難訓練に
ついては、より緊張感
を持って行うよう工
夫することができた。
これにより、緊急時の
対応を児童生徒自身
が考えるということ
ができた。今後も随
時、避難訓練やマニュ
アルを見直し、実効性
の高いものにする必
要がある。 
 

 

４ 学校関係者評価 
◯ 人権意識の向上については、研修等で高める努力を行うことができたが、実際の指導や危機管

理面では、不十分な点が多く見られた。具体的な場面を設定した研修訓練を行う必要がある。 
◯ コロナウイルス感染症の影響があったことは仕方がないが、学校の取組や児童生徒の活動につ

いて地域社会に知ってもらう必要性について、職員全体で共有する必要がある。 
◯ 児童生徒の社会的自立を見越した、計画的なキャリア教育を推進する必要がある。 

・ 

５ 総合評価 
１ 「本年度の学校教育目標」に対する評価 

今年度も、新型コロナウイルス感染症の影響により多くの行事の中止や変更を行わざるを得な
かったが、児童生徒の協力と保護者の深い理解に支えられ、児童生徒一人一人の個性と特性に応
じた適切な指導を行うことができた。 

２ 「本年度の重点目標」「自己評価総括表」に対する評価 
(1)「児童生徒一人一人の実態に応じたきめ細かな指導」について 
 （主な評価項目：「授業の充実」「いじめの防止」「研修・情報」） 

自立活動の指導において児童生徒の課題解決に必要なツールを作成することや、授業の変更を
事前に計画することで学習場面や指導形態について柔軟な対応が可能となり、授業の充実を図る
ことができた。 

  「心のアンケート」の精度をあげるためアンケート実施前に児童生徒のいじめへの認識につい
て確認を行うなど、いじめの未然防止に向けた取組を充実させることができた。 

  本年度までの３ヵ年間取り組んできた自立活動の研究について、研究発表をオンラインで実施
することで、職員の指導力の向上と特別支援教育における専門性を向上させることができた。 

(2)「児童生徒の教育的ニーズに応じた教育環境の工夫」について 
 （主な評価項目：「生徒（生活）指導」「安全管理」） 
  小国警察暑と連携し「交通安全教室」等の学習機会を設けることで、児童生徒の自分自身の安

全に対する意識を向上させることができた。 
  消防署と連携し避難訓練等を実施すること等を通して、現在の「安全対策マニュアル」が児童

生徒の「いのちを守る」ためには不十分なものであることを認識することができた。 
(3)「地域の教育力を活用したキャリア教育の推進」について 
 （主な評価項目：「キャリア教育」「地域連携」） 
  生徒の実態に応じた実習期間や支援体制等を整理することで、生徒一人一人の多様なニーズに

応じた進路先の確保につながる取組を行うことができた。また、生徒の進路学習の成果を活用し
て、保護者へ進路に関する情報を提供することができた。 

  間接的な方法（オンラインでの交流やビデオでの紹介）ではあったが、これまで続けてきた交
流を途切れさせることなく、続けることができた。 

(4)「学校改革の推進及び活性化」について 
 （主な評価項目：「学校経営」「人権教育」「地域支援」） 
  地域の教育力を活用するため、現場実習の受け入れ事業所に直接指導や評価を行ってもらい、

業務の改善を図ることができた。 
  参加体験型の研修を行うことで、職員の人権問題に対する基本的認識を高めることができた。 
  特別支援教育を知る機会として巡回相談等があることを周知することで、巡回相談の件数や依

頼元を広げることができた。その中には、継続的な支援につなげることや、本校への就学につな
げることもできた。 

 



６ 次年度への課題・改善方策 
１ 「児童生徒一人一人の実態に応じたきめ細かな指導」について 
  学習評価については、日々の授業の評価をどのように行うのか、何を評価するのかなどについ

て、継続して検討する必要がある。 
  児童生徒の実態に応じて、情報モラル等に関する教育を更に充実する必要がある。 
２ 「児童生徒の教育的ニーズに応じた教育環境の工夫」について 
  児童生徒の状況を理解した上で、職員が適切に対応することができるようするため、「児童生

徒理解研修」の更なる充実を図る必要がある。 
  「安全対策マニュアル」を含め、学校の「危機管理マニュアル」について検討を行い、児童生

徒の命を守ることができる体制づくりを行う必要がある。 
３ 「地域の教育力を活用したキャリア教育の推進」について 
  キャリア教育そのものに対する職員の理解を深めるとともに、小・中・高を通してどのような

流れで自立に向けた力を付けさせるかを検討する必要がある。 
  学校運営協議会等において、どのようにしたら児童生徒の頑張っている様子を地域に知っても

らうことができるかを検討する必要がある。 
４ 「学校改革の推進及び活性化」について 
  「在校時間の上限」を意識した計画的な業務の遂行ができるようにするため、学校全体での

業務改革に取り組む必要がある。 
  人権に対する知識だけでなく、知識に基づいた行動がどのような状況（特に児童生徒に危険

がおよぶような場合）でも、指示を待つのではなく主体的に行動ができるようにする必要があ
る。 

  特別支援教育のセンター的機能としての動きを更に充実する必要がある。 

 


